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   Ｃ０９Ｄ   5/00     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｄ   5/00    　　　Ｚ
   Ｃ０９Ｄ 161/28    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成20年9月4日(2008.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　　【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　１成分系として加工することができ、１００℃未満で硬化できる貯蔵
安定性、水性、ストーンチップ耐性およびサンド仕上げ可能なコーティング用組成物であ
って、自動車用ＯＥＭサーフェーサーに一般的な顔料および添加剤、ならびにポリウレタ
ン分散液ＡおよびＢならび一般的な高反応性メラミン樹脂を含んでなるバインダーからな
り、物理的な乾燥後のＰＵ分散液Ａが、ＤＩＮ　５３　１５７にしたがって９０秒を超え
る振子型硬度を与え、物理的な乾燥後のＰＵ分散液Ｂが、９０秒未満の振子型硬度（ＤＩ
Ｎ　５３　１５７）を示すことを特徴とするコーティング用組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　結果は、予想通りに、例1において、ＯＨ基含有ポリエステル分散液および高反応性メ
ラミン樹脂の存在は、十分な貯蔵安定性を確実にしないことを示す。低いＯＨ基のポリウ
レタン分散液を使用した場合に、例３～５において、メラミン樹脂による安定性挙動がさ
らに有利である。ペイントフィルムの好ましい硬度は、配合物中の低いＯＨ基の硬質分散
液と軟質分散液の割合によって調節できる。安定性、サンド仕上げ適性および衝撃耐性に
関する良好な結果が、本発明の例５によって示される。メラミン樹脂なしでも、同様に、
これらの混合物は、安定であり、使用に適している。
　以下に本発明の主な態様を記載する。
　１．
　１成分系として加工することができ、１００℃未満で硬化できる貯蔵安定性、水性、ス
トーンチップ耐性およびサンド仕上げ可能なコーティング用組成物であって、自動車用Ｏ
ＥＭサーフェーサーに一般的な顔料および添加剤、ならびにポリウレタン分散液Ａおよび
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Ｂならび一般的な高反応性メラミン樹脂を含んでなるバインダーからなり、物理的な乾燥
後のＰＵ分散液Ａが、ＤＩＮ　５３　１５７にしたがって９０秒を超える振子型硬度を与
え、物理的な乾燥後のＰＵ分散液Ｂが、９０秒未満の振子型硬度（ＤＩＮ　５３　１５７
）を示すことを特徴とするコーティング用組成物。
　２．
　ポリウレタン分散液が、樹脂固形分に基づいて０～１．０重量％、好ましくは０～０．
５重量％のヒドロキシル基含量を有することを特徴とする上記１に記載のコーティング用
組成物。
３．
　コーティング用組成物のバインダー樹脂固形分率が、
固形分に対して２０～９０重量％、好ましくは４０～７０重量％のＰＵ分散液Ａ、
固形分に対して１０～８０重量％、好ましくは３０～６０重量％のＰＵ分散液Ｂ
および
０～３０重量％、好ましくは５～２０重量％の反応性アミノ樹脂架橋剤からなり、
コーティング用配合物における３成分の割合は、合計して１００重量％になる上記１また
は２に記載のコーティング用組成物。
４．
　金属およびプラスチックからできた自動車部品のサンド仕上げ可能かつストーンチップ
耐性のコーティングとしての上記１～３のいずれかに記載のコーティング用組成物の使用
。
５．
　自動車産業における一般的な基材の前処理の後の上記４に記載の使用。
６．
　１００℃以下、好ましくは６０～１００℃で２０～４０分の間、得られたコーティング
の硬化を用いる上記４または５に記載の使用。
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